
【指定の基準】

　新規指定と同じ。（水道法第２５条の３）

【提出書類】

個人 法人 書　類　名 備　　　考

○ ○
「指定給水装置工事事業者指定申請書」
（様式第１)

　表面と裏面があります。

○ ○ 「機械器具調書」（別表）
　管の切断用の機械器具、管の加工用の機械
器具、接合用の機械器具、水圧テストポンプ
の別に記入

○ ○ 「誓約書」（様式第２）

○ ー 　住民票
　発行日から３ヶ月以内のもの。
  個人番号の記載のないもの。

ー ○ 　定款の写し
　直近のもので、原本の写しであることの証
明をつける。

ー ○ 　登記簿謄本 　発行日から３ヶ月以内のもの。

○ ○
「給水装置工事主任技術者選任・解任届
出書」（様式第３）

○ ○
　選任される主任技術者の給水装置工事
主任技術者免状の写し

○ ○ 　写真 　事務所の外観と室内及び機械器具

○ ○
「指定給水装置工事事業者指定更新時確
認書」

○ ○ 　郡山市指定給水装置工事事業者証

【手数料】

　・更新手数料　１０，０００円

【申請場所】

　　〒963-8016　郡山市豊田町１番４号

　　郡山市上下水道局１階　お客様サービスセンター

　　TEL  024(932)7620（給水装置関係）

郡山市指定給水装置工事事業者

更新申請のご案内

◎指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、水道法第２５条の３の２により５年となっており

ますので、有効期間内での更新手続きが必要となります。

　※更新時期がきましたら、上下水道局より事前に通知いたします。


